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もう判断に迷わない！
不動産税務を扱う税理士必携！

A5 判・416 頁　定価：本体 4,300 円＋税

●適用要件が複雑な不動産税務の特
例制度について、取得・運用（保
有・賃貸借）・譲渡の場面ごとに
Ｑ＆Ａを収録！

●判断を誤りやすい事例を中心に取
り上げ、根拠法令や図表を用い、
実務の要点をおさえて詳細に解
説！

●「特例制度の適用早見表」を登
載！ 利用可能な特例制度の適用
要件がひと目でわかる！

本書の特色

第 4 章　資　料 3　不動産の譲渡時に使える特例制度

390 391

（平成 23 年改正所令附則 2④）。

【検討に当たっての留意点】

　● 　経過措置として、平成 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日ま

での間の資本的支出については、平成 24 年 3 月 31 日以前に取得し

た償却資産とみなして計算できる特例が設けられているので、資本的

支出と旧償却資産との取得価額の合算の特例も適用できる。

10 　復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所

得税額の特別控除（震災特例法 10の 2）

【制度の概要】

　1　復興産業集積区域に係る措置

　　 　認定地方公共団体の指定を受けた者が、復興産業集積区域内におい

て、一定の建物・構築物等の取得等をして、これを特定の事業の用に

供した場合、その取得価額に一定の割合を乗じた金額の特別償却又は

取得価額に一定の割合を乗じた金額の税額控除の選択適用ができる。

　2　復興居住区域に係る措置

　　 　認定地方公共団体の指定を受けた者が、復興居住地域において、一

定の優良な賃貸住宅（被災者向け優良賃貸住宅）を取得等をして、こ

れを賃貸住宅供給事業の用に供した場合、その取得価額に一定の割合

を乗じた金額の特別償却又は取得価額に一定の割合を乗じた金額の税

額控除の選択適用ができる。

【検討に当たっての留意点】

　● 　税額控除される金額は、その年分の不動産所得の 20％相当額が限

度とされ、控除しきれなかった金額については、4年間の繰越しがで

きる。

3　不動産の譲渡時に使える特例制度

（1）特例制度の適用早見表

　譲渡所得に係る主な特例を表にまとめました。

　なお、各特例制度の概要及び検討に当たっての留意点については、表の

「特例等」欄記載の各解説ページにてご確認ください。また、誤りやすい

事例や判断に迷うことの多い事例として本書で取り上げている特例につい

ては、「関連事例」欄に掲載ページを記載していますので、併せてご確認

ください。

特例等 適用要件等 関連事例

　税
額
計
算
の
特
例

1 長期譲渡所得の
課税の特例
（措法 31）

〔解説…P. 395〕

税率 所得税 15％　住民税 5％ ─

2 優良住宅地の造
成等のために土
地等を譲渡した
場合の長期譲渡
所得の課税の特
例
（措法 31の 2）
〔解説…P. 395〕

税率

2,000 万円まで 10％（住民

税 4％）、超える部分 15％

（住民税 5％）

適用期限

昭和 62 年 10 月 1 日～令和

元年 12月 31日の譲渡

（注）令和 2年度税制改正に

より 3年延長予定

土地等の所有期間
その年の 1 月 1 日において

5年を超えるもの

確定優良宅地等予定

地の事業完了期間

原則：2年間

特例： 事業規模に応じて延

長が認められる

─

3 居住用財産を譲
渡した場合の長
期譲渡所得の課
税の特例
（措法 31の 3）
〔解説…P. 396〕

税率

6,000 万円まで 10％（住民

税 4％）、超える部分 15％

（住民税 5％）

土地等の所有期間
その年の 1 月 1 日において

10年を超えるもの

Q9…P. 329
Q14…P. 347

4 長期譲渡所得の
概算取得費控除
（措法 31の 4）
〔解説…P. 396〕

土地等の所有期間
その年の 1 月 1 日において

5年を超えるもの

Q4…P. 313

「特例制度の適用早見表」見本

急な相談でも慌てない！

　不動産税務の
特例制度Q&A
税理士
のための

野口雅史・山岡美樹［著］

━取得・運用・譲渡━
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第１章　不動産を取得する場合
Q1　マイホームの取得等と所得税の税額控除 
Q2　マイホームの増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除 
Q3　住宅借入金等特別控除の適用手続
Q4　住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等 
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Q9　住宅特定改修特別税額控除の適用要件
Q10 認定住宅の新築等をした場合の認定住宅新築等特別税額控除 
Q11 住宅耐震改修特別控除の適用における家屋の所有要件 
Q12 住宅ローン等の借換えをした場合 
Q13 転勤に伴う住宅借入金等特別控除の適用の取扱い 
Q14 離婚による財産分与で居住用家屋を取得した場合の住宅借入金等特別控除
Q15 災害により居住できなくなった家屋の住宅借入金等特別控除の特例 
Q16 居住用財産の譲渡所得の特例を受けた場合の住宅借入金等特別控除 
Q17 居住用財産の譲渡所得の課税の特例を受ける場合の住宅借入金等特別控除 
Q18 非居住者をめぐる住宅借入金等特別控除 
Q19 連帯債務の場合の住宅借入金等特別控除
Q20 連帯保証の場合の借入金等
Q21 家屋の敷地を先行取得する場合の住宅借入金等特別控除に係る借入金
Q22 店舗併用住宅の場合の住宅借入金等特別控除に係る借入金の金額 
Q23 住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例と住宅借入金等特別控除 
Q24 自宅を民泊事業に活用した場合の住宅借入金等特別控除
Q25 ソーラーパネルの設置に係る住宅借入金等特別控除の取得対価の額 
Q26 既存住宅にソーラーパネルを設置した場合の住宅特定改修特別税額控除 

第２章　不動産を運用（保有・賃貸借）する場合
Q1　不動産所得と雑所得の所得区分と損益通算 
Q2　民泊による収入の所得区分 
Q3　借地契約の更改に伴う収入の所得区分 
Q4　不動産所得の貸付規模の判定と貸付規模による取扱いの相違 
Q5　1年分の家賃を一括して受け取る場合の収入の計上時期 
Q6　不動産所得者が損害賠償金を受け取った場合 
Q7　相続により取得した賃貸用アパートの固定資産税の必要経費算入時期 
Q8　相続により取得した賃貸用家屋の登録免許税等 
Q9　賃貸マンションの修繕積立金の必要経費算入時期 
Q10 父親所有の店舗で息子が事業を行う場合の支払家賃 
Q11 借地契約を更新するために支払う更新料の取扱い 
Q12 借地人に支払う立退料の取扱い
Q13 不動産所得者が借地上に賃貸ビルを新築する際に地主へ支払う承諾料
Q14 平成10年3月31日以前に取得した自宅を賃貸に転用する場合の償却方法
Q15 新たに旧資産と異なる種類の資産を取得した場合の償却方法
Q16 平成19年3月31日以前に取得の建物附属設備と同一区分の資産の償却方法
Q17 平成19年4月1日以後に相続により取得した賃貸建物の償却方法
Q18 相続により取得した賃貸用建物の償却方法とみなし取得価額 
Q19 父親から低額譲渡により取得した賃貸用建物の取得価額 
Q20 事業所得者が借入金により取得した賃貸用不動産の借入金利子 

Q21 不動産所得者が新たに取得した賃貸用不動産の借入金利子 
Q22 相続により取得した賃貸アパートの借入金利子 
Q23 不動産所得が赤字の場合の損益通算の特例 
Q24 賃貸家屋（非事業的規模）の災害による損失の必要経費算入と雑損控除 
Q25 不動産貸付け（事業的規模）に供される資産の災害による損失 
Q26 賃貸建物を建て替えた場合の資産損失と取壊し費用の取扱い
Q27 災害により損壊した賃貸建物の原状回復費用
Q28 工事費用に係る修繕費と資本的支出の割合区分の特例
Q29 賃貸アパートの共用部分の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプへ取り替えた場合
Q30 回収不能となった未収家賃（非事業的規模）の取扱い 
Q31 別荘を貸し付けた場合の不動産所得の損失額の損益通算
Q32 海外不動産に係る国外財産調書の提出義務
Q33 非居住者の不動産所得と給与所得の課税方式
Q34 未分割となっている相続財産から生ずる不動産所得の帰属 
Q35 不動産所得（非事業的規模）と赤字の事業所得がある場合の青色申告特別控除額 

第３章　不動産を譲渡する場合
Q1　土地を時価より低い価額で法人に売った場合 
Q2　未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合 
Q3　遺留分侵害額の請求に基づく土地の譲渡
Q4　共有持分に応じて概算取得費と実額による取得費を適用することの可否 
Q5　賃貸物件を譲渡して譲渡損失が生じた場合の損益通算 
Q6　自ら居住の用に供している物件と賃貸用居住物件の交換 
Q7　土地を交換し建物を売買した場合の交換差金の認定 
Q8　相続税額の取得費加算の特例
Q9　居住用不動産を譲渡した場合の特例
Q10 住宅宿泊事業の用に供していた居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 
Q11 売却した居住用不動産の住所と住民票の住所が一致しない場合 
Q12 生計を一にする親族の居住の用に供している家屋
Q13 家屋の所有者とその土地の所有者が異なる場合の3,000万円の特別控除の適用
Q14 居住用家屋を取り壊した後の敷地のみの譲渡 
Q15 居住しなくなってから3年目に自宅を売却した場合
Q16 老人ホームに入居していた被相続人居住用財産の譲渡
Q17 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の対価の額（1億円）の判定
Q18 所得が3,000万円を超える場合の特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除

第４章　資　料
1　不動産の取得時に使える特例制度
（1）住宅を取得した場合の税額控除の概要
（2）特例制度の適用早見表
（3）詳細解説 
2　不動産の運用時に使える特例制度
（1）所得区分の判定
（2）特例制度の適用早見表 
（3）詳細解説 
3　不動産の譲渡時に使える特例制度 
（1）特例制度の適用早見表
（2）詳細解説

　

急な相談でも慌てない！
税理士のための不動産税務の特例制度Ｑ＆Ａ━取得・運用・譲渡━
●定価4,730円（本体4,300円）［コード071886］
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